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12月 1日から【ストレスチェック】 

の実施が義務付けられます 
～制度の周知のため大阪府内で約 30回の説明会を開催～ 

 

○ 平成 26年 6月、労働安全衛生法が改正され、「心理的な負担の程度を

把握するための検査」（ストレスチェック）とその結果に基づく面接指導

の実施等を義務づける制度が創設されました。 

○ 大阪労働局（局長 中沖 剛）は、平成 27年 12月 1日から施行される

ストレスチェックの実施方法などを周知するため、府内 13の労働基準監

督署を主催者として「ストレスチェック制度セミナー」を開催します。 
（日程・会場は別紙「ストレスチェック制度セミナーのご案内」のとおり） 

○ 7月 10日からインターネットによる受付を開始したところ、32回の日

程・会場（定員合計 3,200人）は早い時期からほぼ満員となり、関心の

高さが伺えます。 

○ 追加開催の問合せも多いことから、11月下旬の開催を目途に準備を進

めています。 

 

 

 

 

 

大阪労働局 Press Release 

【照会先】 

大阪労働局 労働基準部 健康課 

 

（電   話）０６（６９４９）６５００ 

※ 取材受付 

大阪中央労働基準監督署が 9月 17日（木）と 18日（金）に開催するセ

ミナーについて、報道機関の取材を受け付けます。 

取材希望の方は、大阪労働局健康課（06-6949-6500）まで、事前にご連

絡ください。 

なお、他の日程について取材を希望される場合はご相談ください。 

大 阪 労 働 局 発 表 

平成 27 年 8 月 27 日 

 

－1－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスチェック制度とは 

 ストレスチェックの実施、その結果に基づく医師による面接指導、面接指導結果に基づく就業

上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析など、事業場における一連の取組全

体をいいます。 

 常時使用する労働者に対して、1 年に 1 回ストレスチェックを実施することが事業者の義務*

になります。 

 ＊従業員数 50人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。 

ストレスチェックの調査票とは 

 ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う「心理的な負担の程度を把握するための

検査」をいい、以下の 3つの領域に関する項目により行います。 

1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目 

2. 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目 

3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目 

※ 国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票」（57項目） 

（別紙「ストレスチェックを実施しましょう！」参照） 

ストレスチェック制度の趣旨 

  仕事による強いストレスなどが原因で精神障害を発症したことによる、労災認定件数は、平

成 26年全国で 497件と過去最多となり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること

が事業者としても重要な課題となっています。 

「ストレスチェック制度」は、労働者のストレスの状況について検査を行い、結果を本人に

直接通知することで、労働者自身のストレスへの気付きを促します。（一次予防） 

また、集団的な結果を分析することで、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進める

ことによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを主な目的とし

ています。 

平成 26 年 6 月 25 日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」（平成 26 年

法律第 82 号）において新たに制定されました。 

ストレスチェック制度をはじめとしたメンタルヘルス対策 

ストレスチェック制度に関するご案内や各種資料、総合的なメンタルヘルス対策については、厚

生労働省のホームページでご確認ください。 

職場におけるメンタルヘルス対策等 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ 

厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 安全・衛生 > 職場における

メンタルヘルス対策・過重労働対策・心身両面にわたる健康づくり（THP） 
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1. 自殺者の推移及びその原因・動機の推移（｢自殺統計｣警察庁より内閣府算出 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

全国の自殺者数は、平成１０年以降平成２３年まで１４年間連続して３万人を超えていたが、平成

２２年以降減少が続き、平成２６年は２万５千人余りとなった。大阪府下においても平成２３年以降

減少が続き、平成２６年では 1,400 人余りとなった。 

職業別にみると、被雇用者・勤め人（有職者から自営業・家族従業者を除いたもので、会社役員等

を含む。）の自殺者数は、全国では近年、総数が減少傾向にある中で概ね減少傾向にあるが、平成２６

年は全体に占める割合では増加となり、大阪府下においては平成２３年からほぼ横ばいであったのが

平成２６年には全国と同様増加した。 

一方、原因・動機別（遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者

一人につき３つまで計上可能としたもの）にみると、勤務問題が原因・動機の一つと推定される自殺

者数は、平成２１年から平成２３年まで、総数が減少傾向にある中で増加したが、その後減少し、平

成２６年は２，２２７人となっている。大阪府下では平成２３年、平成２４年と増加していたがその

後減少し、平成２６年では１２９人であった。 

32,845  31,690  30,651  
27,858  27,283  

25,427  

9,159  8,569  8,207  7,421  7,272  7,164  

26.0

26.5

27.0

27.5

28.0

28.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

全国 

自殺者数（人）全体 

自殺者数（人）のうち被雇用者・勤め人 

被雇用者・勤め人の占める割合（％） 

2,108  2,140  
1,963  

1,805  
1,628  

1,433  

584  497  487  437  397  385  

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

大阪府 

自殺者数（人）全体 

自殺者数（人）のうち被雇用者・勤め人 

被雇用者・勤め人の占める割合（％） 

（自殺日 住居地）より 

2,528  2,590  
2,689  

2,472  
2,323  2,227  

183  171  183  192  141  129  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

勤務問題が自殺の原因・動機の一つとする者 

全国 大阪 

（人） （％） 
（人） （％） 

－3－ 



2. 職業生活でのストレス等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 精神障害の労災請求及び支給決定の件数推移 
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精神障害に関する事案の全国の労災補償状況は、請求件数及び支給決定件数ともに過去最高であっ

た。出来事別の支給決定件数は、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」（72 件）、「（ひどい）嫌が

らせ、いじめ、又は暴行を受けた」（69 件）の順に多い。 

一方、大阪では平成 23 年から平成 25 年までは増加傾向にあったが、平成 26 年では若干減少した。

出来事別では、「特別な出来事」（7 件）、｢悲惨な事故や災害の体験、目撃をした｣（6 件）の順であ

った。 

昭和 57 年からの厚生労働省（旧労働省）の労働

安全衛生に関する調査において、現在の仕事や

職業生活に関することで強い不安、悩み、スト

レスとなっていると感じる事柄があるかを、労

働者に対して質問したところ、半数以上の労働

者が有ると答えている。その内容（３つ以内の

複数回答）をみると、「仕事の質・量」（65.3％）

が最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生

等」（36.6％）となっている。 
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１ 目的

○ メンタルヘルス不調者の発見ではなくメンタルヘルス不調の未然防止のための一次予防
○ 労働者自身のストレスへの気付きを促す

○ ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

２ 実施方法

○ ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士

○ ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の

３領域を全て含むものを使用する（具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は 項目

の「職業性ストレス簡易調査票」）

３ 留意事項

○ ストレスチェックの結果は実施者から直接本人へ通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止

○ 高ストレスと判断された者は、医師による面接指導を受ける

４ 集団分析

○ 職場の一定規模の集団（部、課など）ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善すること

を努力義務化

【ストレスチェック制度のポイント】

労働安全衛生法が改正され、【医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するた

めの検査（ストレスチェック）】を実施することなどを事業者の義務とする制度が平成

年 月 日に施行されます。（※ 従業員数 人未満の事業場については当分の間努力義務）

この制度を事業場の皆さまに広く理解いただくための説明会【ストレスチェック制度セミナー】

を開催します。

 

大 阪 労 働 局 ・ 各 労 働 基 準 監 督 署
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 

平成 年 月

■大阪府内で 回開催します
・このリーフレットのウラ面に開催予定表があります。ご都合のよい日時・会場に参

加してください。事前申込が必要です。

■内 容：ストレスチェック制度の具体的な運用方法について

■参加費：無料

■申込方法
・以下のページへアクセスし、インターネットでお申し込み

ください。

 大阪労働局ホームページ 各種法令・制度・手続き 安全衛生関係 労働衛生関係 ストレス
チェック制度について ストレスチェックセミナー申込サイトへ

 大阪労働局 ストレスチェックセミナー で検索 ⇒ストレスチェックセミナー申込サイトへ

◆ ストレスチェック制度セミナー ◆

お問合せは

★セミナー全体に関して⇒ 大阪労働局 労働基準部 健康課（☎ ）へ

★各回の内容に関して⇒ ウラ面の各回を主催する労働基準監督署へ

日程はウラ面



 

 

主催
（監督署）

開催月 日 時間 場所 定員（人）

大阪中央

月 木 、 （金）

～
大阪中央労働基準監督署 階講堂

大阪市中央区森ノ宮中央

※公共交通機関をご利用ください

※公共交通機関をご利用ください

各回月
金 、 （火）

（水）、 （金）

月 金

大阪南 月 金 ～
住吉大社 吉祥殿 明石の間

大阪市住吉区住吉

天満
月 火

～

ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨ大阪 ﾀﾜｰ ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ

大阪市北区天満橋 － － ﾀﾜｰ 各回
月 火

大阪西 月
金 ～ 一般社団法人 大正工業会（大正産業会館）

大阪市大正区泉尾

※公共交通機関をご利用ください

各回
金 ～

西野田 月 金 ～
此花会館 梅香殿 大ホール

大阪市此花区西九条

淀川

月
水 、 （木） ～

淀川労働基準監督署

大阪市淀川区西三国

※公共交通機関をご利用ください

各回
水 、 （木） ～

月
水 、 （金） ～

水 、 （金） ～

東大阪 月
金 ～

八尾市文化会館（ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾎｰﾙ）

八尾市光町 丁目 番地
各回

金 ～

岸和田 月 木 ～
岸和田市立波切りﾎｰﾙ 階 交流ﾎｰﾙ

岸和田市港緑町

堺 月 火 ～

堺地方合同庁舎共用会議室（ 階）

堺市堺区南瓦町

※公共交通機関をご利用ください

羽曳野 月 金 、 （火） ～
富田林市市民会館（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾎｰﾙ）大会議室

富田林市粟ヶ池町
各回

北大阪 月 木 、 （金） ～

枚方市立メセナひらかた会館 階大会議室

枚方市新町

※公共交通機関をご利用ください

各回

泉大津 月 水 ～
テクスピア大阪 第 研修室

泉大津市旭町

茨木 月
月 ～

茨木市福祉文化会館（ｵｰｸｼｱﾀｰ） 号室

茨木市駅前
各回

月 ～

ストレスチェック制度セミナー開催予定表

大 阪 中 央 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

大 阪 南 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

天 満 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

大 阪 西 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

西 野 田 労働基準監督署 ℡ － － （監督・安衛）

淀 川 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

東 大 阪 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

岸 和 田 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

堺 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

羽 曳 野 労働基準監督署 ℡ － － （監督・安衛）

北 大 阪 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

泉 大 津 労働基準監督署 ℡ － － （監督・安衛）

茨 木 労働基準監督署 ℡ － － （安衛）

★ 開催日時、会場について、変更や追加することがありますので、最新情報は サイトで

確認してください。

ご都合のよい日時・会場を選び、インターネットでお申し込みください。

より多くの事業場に参加いただくため、同一事業場からの申込は 人以内にしていただきますようお願いします。 
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